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施設情報等に関する情報開示の意義

PPP事業
（今後、コンセッションをはじめとして
民間へのリスクの移転に対する検討

の進捗が期待される）

民間事業者
参画判断

（事業のリスク評価を含めた収益性評価）

施設情報等の見える化による
・民間事業者と公的部門の情報の非対称性の軽減
・事業リスクの明確化を通じた、事業性に対する予測可能性向上

⃝ 民間事業者にとって、リスク評価が難しくなるほどリスクの評価額は大きくならざるを
得ないことから、見える化には、リスク評価を容易とすることによって、民間事業者に
とってのリスクの評価額を軽減する効果が期待される。

⃝ 民間事業者にとっての具体的な見える化の効果としては、事業リスクや発生コストの
明確化を通じた事業性の予見可能性向上が考えられ、参入意欲向上につながる。

⃝ 公的部門である下水道管理者にとっても、このような見える化による民間事業者の
参入意欲の向上により、競争環境の確保を通じた公的負担の削減が期待される。
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下水道のＰＰＰにおける民間事業者のリスク軽減策

⃝ ＰＰＰにおいて民間事業者が負担するリスクは、大きく分けて下記の３つに分けられる。
① 見える化によって軽減されるリスク
② 見える化によっても軽減されないリスクのうち、保険等で軽減するもの
③ 見える化によっても軽減されないリスクのうち、保険等で軽減しないもの

⃝ 民間事業者は、上記のように軽減策を行った後に残るリスクの量と、上記リスク軽減
策のコスト（保険料・調査費用等）を踏まえて事業全体の採算性を評価し、ＰＰＰ事業
参入の是非を検討することになる。

⃝ したがって、民間事業者にとってのリスクを下げることや、リスク削減のコストを下げ
ることは民間事業者の参画意欲促進及び公募段階における競争環境の形成のため、
重要であり、このようなリスク軽減策について先進事例の調査を行った。

当初のリスクの範囲

民間が負担するリスクの範囲

リ
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ク
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・
範
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見える化により軽減されるリスク

見える化によっても軽減されないリスク（保険等で軽減）

①

②

③ 見える化によっても軽減されないリスク（保険等で軽減不可）
3



開示する必要のある情報の内容

流入汚水の量及び水質実績

流入汚水の事業期間の将来予測

対象施設一覧・概要（所在地・名称・設備諸元）

更新計画原案

土質等情報

対象施設及び関連施設の完成図書等

施設台帳

工事・メンテナンス履歴台帳

電力、燃料、薬品の使用実績

長寿命化計画

健全度一覧・判定表

劣化状況写真帳

維持管理報告書

決算書類建設費・維持管理費実績

中長期財政計画

利用料金見込額、推移予測

人員数関連資料

滞納件数・収納率の推移

業務継続計画

加入保険一覧

使用料改定履歴

地元・関連団体との協定

過去の建設関連財源実績

改築工事フロー

調定・徴収・債権回収フロー

⃝ PPP/PFI実施における情報開示についての事例調査を実施。それぞれ民間事業者
の負担するリスクが異なるため、それに応じて必要な情報開示を行っている。

⃝ 各リスクについて民間に移転する場合に開示が必要となり得る情報は下記の通り。
リスク移転の程度により、下記のうち開示の必要になる情報は異なる。
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過去調査データ結果（テレビカメラ調査）

維持管理対象範囲・管路線図

管路詳細情報（詳細諸元、布設年度、管種等）

管路維持管理情報

事故及び突発修繕対応実績

長寿命化計画
（長寿命化計画に基づく改築工事内容）

処理場

維持管理
リスク

施設
リスク

事業
リスク

法務
リスク

処理場・管路

管路



情報開示の手法

⃝ 従来型PFI事業やコンセッション事業においては、書類の整備だけではなく官民の対

話や現地調査の機会提供を行うことも、施設情報の見える化促進に寄与するものと
考えられる。

⃝ PPP実施スケジュール作成の際には、これらの実施を十分に想定する必要がある。

項 目 内 容

マーケットサウンディング 基本スキームや実施方針（案）等を公表後、インフォメーションパッケージと呼ば
れる事業や施設等に関する資料を開示し、アンケートやヒアリングにより、民間事
業者の参画意欲や事業スキームに対する意見を聴取。

意見・質問の受付・回答 実施方針素案、実施方針案、実施方針及び募集要項を公表する段階での
意見や質問の受付及び公共による回答。
募集要項の回答は、公募文章の一つとなることも想定される。

説明会及び現地見学会
の実施

実施方針及び募集要項を公表した段階における公募内容の説明会及び施設
の現地見学会の開催。
応募者に公募や施設の概要を説明することが主な目的。

競争的対話の実施 公募において、官と民が直接対話を行うプロセス。
その結果（議事録）は、契約を構成する文章の一つとなることも想定される。

現地調査の実施 応募者による現地調査。参加者数を考慮すると、資格審査通過者に対して機
会を提供することが想定される。
現地調査は、開示した資料の補完的な意味もあることから、可能な限り多くの
機会を民間事業者に提供することが望ましい。 5



施設情報の見える化以外によるリスク軽減策

⃝ 保険商品の活用

⃝ 需要変動・物価変動リスクの公共部門による負担

⃝ デューデリジェンス等の内容に係る表明保証
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ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の導入に向けた情報開示の準備の必要性

⃝ 以上のような情報の開示を行うためには、公共側で情報を整備しておく必要がある
が、特に管路の状況等について公共側においても情報が未整備の場合が多い。

⃝ 資産情報の整備については、ＰＰＰ／ＰＦＩの導入にかかわらず地方自治体として今
後のストックマネジメントのため情報整備が必要。

⃝ 今後、地方自治体においてＰＰＰ／ＰＦＩ事業の導入に取り組んでいくためには、ストッ
クマネジメントの導入を進め、日常より台帳や図面等を体系的に整備しておくことが
より重要となる。
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